
国（県）
支出金

町債 その他

地方消費税
交付金

（社会保障財
源化分）

759,214 568,166 0 0 44,605 146,443

414,913 310,350 0 0 24,413 80,150

1,607,658 1,103,059 0 103,844 93,567 307,188

184,754 12,351 0 1 40,252 132,150

2,966,539 1,993,926 0 103,845 202,837 665,931

221,270 126,972 0 0 22,016 72,282

406,185 26,853 0 0 88,565 290,767

442,304 77,130 0 0 85,259 279,915

1,069,759 230,955 0 0 195,840 642,964

173,810 6,204 0 0 39,132 128,474

54,138 7,027 0 0 10,999 36,112

68,708 1,840 0 3,360 14,828 48,680

296,656 15,071 0 3,360 64,959 213,266

4,332,954 2,239,952 0 107,205 463,636 1,522,161

障害児支援費事業

経費事　　　業　　　名

小計

施設型給付費・地域型保育給付費

こども医療費助成事業

財　　源　　内　　訳

特　　定　　財　　源 一　　般　　財　　源

小計

保健衛生

予防接種事業

母子保健事業

社会保険

国民健康保険特別会計繰出金

介護保険特別会計繰出金

後期高齢者医療特別会計繰出金

小計

社会福祉

障害福祉サービス事業

合計

健康増進事業

※地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、地方消費税交付金の令和4年度予算額（850,000千円）の22分の12に相当する額としてい
ます。

※各事業に要する一般財源の比率に応じて、地方消費税交付金（社会保障財源化分）を按分して充当しています。

         （歳　出）

・地方消費税交付金額（社会保障財源化分）見込額

　　　・平成26年4月1日に消費税等（国・地方）が5％から8％へ、令和元年10月1日に8％から10％へ引き上げられたことに伴い、
　　　　地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。

        令和4年度一般会計当初予算における社会保障施策に要する経費への充当状況については、次のとおりとなります。

（単位：千円）

4,332,954  千円・地方消費税交付金（社会保障財源化分）を充てた社会保障施策に要する経費

令和4年度一般会計予算における引上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）が

充てられる社会保障施策に要する経費について　

463,636  千円

         （歳　入）


